
 

 

□ 平成 28 年 8 月 8 日に国土交通省より事業用自動

車運転者の健康診断の受診に関して、遵守状況の

確認を強化する旨、以下のような発表がありまし

た。 

 
（出典：国土交通省ホームページより） 

 

□ 昨今、過労運転を原因とした事故が後を絶たない

現状があり、警察等が協力して過労運転の取り締まり

を強化しています。 

その強化策として、今回の改正に至り、労働安全衛生

法に基づく健康診断を受診させていない事業者は、労

働基準監督署から運輸局等へ通報され「監査」のきっ 

かけになることになりますので、健康診断は必ず受診 

するようお願い致します。 

 

 

 

 

 

□ 全日本トラック協会は 8 月 23 日に国土交通省道 

路局長に対し、ETC 搭載車への「最大割引率 50％の

経過措置」延長の要望を行いました。 

これは、高速道路料金の大口・多頻度割引制度の恩

恵を受けられる ETC2.0 車載器の普及が遅れ、大半の

運送会社がまだ移行しきれていない状況にもかかわ

らず、9 月末頃に従来型の ETC 車載器搭載車に対す

る「最大割引率 50％の経過措置」が打ち切られると

の懸念がでてきたためであります。 

 従来型の ETC 車載器を対象に 4 月以降の「一定期

間」、最大割引率 50％を維持する経過措置が設けられ

ていますが、この「一定期間」がいつまでを指すのか

が問題となっており、経過措置期間は「半年程度」と

みられており、4 月からの半年間ということになれば

9 月末には措置が打ち切られる可能性があります。 

 2016 年 7 月末現在、ITS サービス高度化機構の集

計では ETC2.0 の装着台数（中型車・大型車・特大車

の合計）は約 16 万 3000 台にとどまっており、今後

半年程度ではまだ十分に普及しない状況にあります。 

 国土交通省の今後の動向を注視していきたいと思

います。 

≪ETC2.0 車載器購入の助成金≫ 

・NEXCO 3 社及び全日本トラック協会等にて助成が行われ

ておりますので、詳しくは各社へお問い合わせください。 

≪ETC2.0 とは≫ 

道路側のアンテナである ITS スポットとの高速・大容量。

双方向通信による世界初の路車協調システムを採用し、今

までの ETC の高速道路利用料金収受だけでなく、渋滞回

避、安全運転支援、災害時支援といったドライバーにとっ

て有益な情報を提供する次世代型サービスです。カーナビ

やスマホ等にも連動が可能です。 
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ご相談、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

□行政書士福田事務所 代  表 福田義信 ＴＥＬ：044－299－9731 

□行政書士法人シグマ 代表社員 阪本浩毅  ＴＥＬ：03－6868－7256（銀座オフィス） 

 

ドライバーの健康診断受診の確認が強化されます！！ 
□ ETC2.0 車載器の普及が遅れ、運送会社に新た

なコスト負担の可能性が浮上してきました。 


